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‐１‐ 

報告第１０号 

 

   東広島市土地開発公社の経営状況について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、東

広島市土地開発公社の経営状況を説明する書類を別冊のとおり提出する。 

 

  令和５年５月２６日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    



‐２‐ 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４３条の３ 

２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、政

令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなけ

ればならない。 

 


